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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気ガス管に取り付けられるのに適した導管であって、連続壁入口端区分と連続壁中間
区分と穿孔壁出口端区分とを有する導管と、
　前記導管の前記出口端区分の軸方向端部に取り付けられて該端部を閉口するキャップと
、
　前記導管の前記入口端区分に取り付けられて、該導管の該入口端区分へ流入する排気ガ
ス流へ大気を吸入する希釈器と、
を包含し、
　前記中間区分が、前記希釈器により吸入された大気を排気ガスと混合させる該希釈器と
ディフューザとの間の混合器区分となり、前記出口端区分が、該混合した大気および排気
ガスを前記導管の径方向外側へ排出する穿孔を有する前記ディフューザとなり、前記穿孔
が不均一なサイズであり、前記混合器区分の近くで、より大きなサイズの穿孔となるよう
に分配される、エンジン排気のための装置。
【請求項２】
　前記装置が取り付けられる前記排気ガス管の直径より大きな直径を持つように前記導管
が選択されるため、該導管の内径と該排気管の外径との間に環状間隙が設けられる、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記導管の前記入口端部に取り付けられる円錐形スカートを前記希釈器が包含する、請
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求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記装置が取り付けられる排気ガス管の開口面積より広い開口面積を前記穿孔が画定す
る、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記穿孔が前記管の前記出口端部に均一に分配される、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年９月７日に提出された米国仮特許出願第６０／８４２，８４２号
の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、トラックから放出される際に排気ガスを希釈および拡散するためトラック排
気システムに取り付けられる装置に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　トラックの排気処理装置は、車両の通常使用時よりも排気温度がはるかに高くなる状況
を生むメンテナンス手順を必要とする。例えば、排気流中の煤煙および他の粒子状物質を
捕捉するディーゼル粒子フィルタは、収集された物質を燃焼させる再生プロセスを必要と
する。このプロセスでは、ディーゼル粒子フィルタへ流入する排気の温度が６００℃を超
える必要がある。トラックのディーゼルエンジンでは、正常動作時の排気温度は約４２５
℃である。
【０００４】
　比較的高い温度の流れを大気へ排出することには問題点がある。一般的にトラックは、
トラック運転台に隣接するシャシから起立する排気縦管を有する。高温の排気はトラック
運転台またはトレーラに高温箇所を生じさせるか、建物（積み降ろし用プラットフォーム
などで）または上方の木へ高温ガスを向ける。
【０００５】
　必要とされるのは、再生手順の間にエンジンの排気温度を低下させる装置である。装置
は排気の背圧に大きな影響を与えないことが好ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、装置はディーゼル粒子フィルタの排気出口管または排気縦管に取り付
けられ、ガス流の背圧を回避するため排気導管の直径より大きな直径を持つ管を含む。装
置は、大気を排気ガス流へ吸入して排気ガスを希釈するベンチュリ効果を発揮する希釈器
を入口端部に含む。穿孔管区分はディフューザとして機能して、希釈された排気ガスを大
気へ排出する。希釈器／ディフューザは、排気システムのＤＰＦおよび触媒の下流に取り
付けられて高温排気ガスを処理する。
【０００７】
　ディフューザ装置は縦管に取り付けられ、外側に拡開してＤＰＦ排気導管または縦管に
わたって延在する希釈器本体を含む。拡開した本体は装置への入口のための環状円錐スペ
ースを画定し、こうして大気を吸入して混合区分で排気ガスと混合させる。混合区分の下
流は、穿孔管の区分であることが好ましいディフューザ区分である。排気ガスは穿孔出口
管から大気へ放散される。出口管の軸方向端部は閉じられており、こうして排気ガスすべ
てを穿孔から流出させる。穿孔の総開口面積は標準的な５インチ排気管の軸方向端部の開
口面積よりも大きく、これも背圧の増加を回避するのに役立つ。管の穿孔は、５インチ排
気管の断面積のおよそ２．５倍の排気面積を有して、排気ガスを大気へ放散および拡散さ
せるのに役立つ。
【０００８】
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　ディフューザにより吸入された大気は排気管の出口面においておよそ摂氏１００度、ガ
ス温度を低下させることが分析から分かっている。
【０００９】
　管の表面から６インチでは、排出されたガスは再生中に、本発明のディフューザを備え
ていないトラックの正常動作中における従来の排気管から６インチでの排気ガスよりも低
い温度であることが分析から判明している。
【００１０】
　本発明の別の態様によれば、ディフューザ部分の穴パターンは均一の穴パターンである
、つまりディフューザ壁にわたって均一に離間した等しいサイズの穴である。
【００１１】
　代替例として、ディフューザの上流端部での開口エリアの密度を高くして、下流端部で
の開口エリアの密度を低くするように、穴パターンが不均一に形成されることも可能であ
る。このような構成は、ディフューザの長さ方向にディフューザから流出する均一な流れ
を発生させるのに役立つ。一実施例によれば、大径の穴は上流端部に配置され、小径の穴
は下流端部に配置される。一実施例によれば、穴は、各段階的変化のたびに開口面積の１
／２倍だけ縮小するような大きさである。各サイズの穴が数列ずつ設けられると好都合で
ある。
【００１２】
　不均一な穴パターンの別の代替例は、上流端部では広い開口面積、下流端部では狭い開
口面積というように配置された同じサイズの穴のパターンである。これは、混合器区分の
付近では穴の列を狭い間隔にし、キャップ端部では広く離間させることによって達成され
る。一実施例によれば、最初の２列の間は穴の直径１個分、２番目と３番目の列の間は穴
の直径１．５個分、３番目と４番目の列の間は穴の直径２個分というように離間した列で
穴が配置される。
【００１３】
　高温の排気ガスから運転台を保護するため、ディフューザの穴パターンが、３６０度の
表面全体より狭いディフューザ管区分の径方向外向き表面に配置されてもよい。排気のた
めに充分な開口面積を設けながら運転台を保護するのに好都合となるように、１８０度の
径方向外向き部分または９０度の部分に穴パターンが形成されてもよい。
【００１４】
　本発明の別の実施例は、ディフューザ区分を中心に配置された穿孔熱シールドを有する
穿孔ディフューザ区分を含む。熱シールドまたは二次ディフューザは、底の上流端部で開
口するとともに下流端部でキャップを備える円筒体の形である。円筒体の端部が閉口また
は密封されて穿孔から排気を流出させるように、円筒体はディフューザ区分の上に配置さ
れる。熱シールドの穴パターンは均一でも不均一でもよい。熱シールドの温度がこのシー
ルドと接触する物質を発火させる可能性がないように、熱シールドはディフューザから充
分な距離だけ離間している。
【００１５】
　本発明の別の実施例によれば、ディフューザ区分は、運転台の後部を横切ってまたはそ
の上で水平方向および横方向に延在する。業務用トラックについての別の実施例によれば
、トラックのフレームに沿ってディフューザ区分が水平方向および長手方向に延在する。
装置の入口をディフューザ区分と接続するように配置された延長管が装置に含まれる。
【００１６】
　添付図面とともに読まれる以下の詳細な説明を参照にすると、本発明がより良く理解さ
れるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】排気縦管希釈・拡散要素の実施例を示す図である。
【図２】サイズが不均等な穴のパターンを有する、本発明によるディフューザ要素を示す
図である。
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【図３】開口エリア密度が低下するように配置された均等サイズの穴のパターンを有する
、本発明によるディフューザを示す図である。
【図４】二次ディフューザを備えるディフューザの断面図を示す図である。
【図５】トラック運転台排気管に取り付けられた図１による要素を示す図である。
【図６】トラック運転台排気管に取り付けられた代替実施例のディフューザ装置を示す図
である。
【図７】トラックに取り付けられた別の代替実施例のディフューザ装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明は、排気ガスが周囲の空気へ放出される箇所でトラック排気システムの端部に取
り付けられる装置に関連する。すなわち本発明は、高温ガスを広いエリアに拡散させるデ
ィーゼル粒子フィルタの下流で排気管に取り付けられる装置である。本発明の別の態様に
よれば、排気ガスを大気で希釈して、希釈された排気ガスを一般的な排気縦管よりも広い
エリアにわたって拡散させて、高温箇所を防止し、熱をより迅速に拡散させるような構造
が設けられる。
【００１９】
　図１は、複合希釈・拡散装置の実施例を示す。図１のディフューザ／希釈器１０は、標
準的な５インチ排気縦管５に取り付け可能である。装置は、直管１６に通じる拡開スカー
ト１４を有するベンチュリ要素１２としてここでは形成されている希釈器区分を含む。ス
タンドオフ１８は、ベンチュリ要素１２を縦管５へ同軸配置で取り付ける。管１６は縦管
５よりも幅が広く、管への環状の入口を形成する。縦管５から管１６へ流入するガスは、
大気を管１６へ吸入して排気流と混合させる低圧を入口に発生させる。管１６は出口管２
０に接続されている。出口管２０は、閉鎖壁を有する混合ゾーン２２と、多数の出口穿孔
または穴２６を有する出口ゾーン２４とを含む。出口管２０の軸方向端部２８はキャップ
が付けられるか、閉じられている。希釈・ディフューザ装置は耐熱材料で形成され、腐食
を防止するためステンレス鋼であってもよい。
【００２０】
　縦管５から流入する排気ガスとベンチュリ要素１２により吸入される大気とは、出口管
２０の混合ゾーン２２で混合される。混合された排気および空気は、出口ゾーン部分２４
へ流れて出口穴２６から排出される。出口穴２６は、標準的な５インチ排気縦管（約１５
．７平方インチ）の出口よりもはるかに広い累積開口面積を画定して、より広い面積にわ
たって混合排気ガスを拡散する。出口穴２６は、５インチ管については管の出口断面積の
少なくとも約２．５倍、すなわち少なくとも約３９平方インチの累積面積を呈する。これ
は、熱放散の改良と高温箇所の回避につながる。高温排気ガスを運転台またはトラックボ
デーに直接排出しないように、穴は、トラック運転台に対して外向きであるディフューザ
区分の角度区分に配置される。角度区分は、トラックボデーおよび運転台の構造による必
要に応じて決定され、例えば１８０度でよい。
【００２１】
　出口穴２６は、均一なサイズを有して等間隔パターンで配列されたものとして図１に示
されている。代替例として、混合器区分２２の付近では比較的広い開口面積、端部キャッ
プ２８の付近では比較的狭い開口面積となるように出口穴が配置されることが可能である
。この配置により、ディフューザの長さにわたってほぼ均一に分配された、広く分散され
た排気流が生まれる。これは排気ガスの流特性に関連すると考えられ、端部キャップ２８
は流速を急激に低下させて、ガスの大部分をディフューザのこの端部で外側へ流出させる
傾向がある。キャップ２８の付近の開口面積を狭くすることにより、排出流は長さにわた
ってより均等に分配される。
【００２２】
　図２に断面図で示されているように、出口穴が不均一なサイズで形成されて、混合区分
２２の近くでは大径の穴、端部キャップ２８の付近では小径の穴となるように配置される
ことが可能である。図２の実施例では、９列の穴が設けられ、サイズが小さくなる順に３
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列ずつが大型の穴３０、中間３２、最小３４の穴となっている。穴は、例えば、各段階で
穴面積の１／２ずつ面積が減少する。
【００２３】
　図３に示されているのは、代替的な配置であり、等しい直径の穴３６が列状に配置され
て、混合区分２２の付近の最も近接した列３８，４０から、キャップ端部での最も離間し
た列４２，４４まで、列の間の間隔が増加する。図示されたこの実施例では、列の間隔は
、最も狭い間隔の列３８，４０では穴の直径一つ分に等しく、連続する列ごとにさらに穴
の直径の１／２ずつ増加する。隣接する列の穴が軸方向に整合しないように、穴は互い違
いの関係で列から列へ配置される。
【００２４】
　一般的に、狭い間隔の小さい穴は、大型の穴または間隔がそれほど狭くない穴よりも、
排気ガスを広い周囲容積へ分散する。当該技術の熟練者であれば、特定の穴の配置では、
ディフューザの構造的一体性および所望の穴配置で拡散管を製造する能力を検討に入れな
ければならないことを理解するだろう。
【００２５】
　本発明の別の態様によれば、二次ディフューザがディフューザ区分２４の上に設けられ
て熱シールドとして機能する。図４の断面図に示されているように、二次ディフューザ５
０は、ディフューザ２４の上に配置されてこれから径方向に離間した穿孔円筒形要素であ
る。垂直配向のディフューザでは特に、ディフューザ２４の周囲に密着して二次ディフュ
ーザの底端部を密封し、下方への排気ガスの排出を防止するため、二次ディフューザ５０
の開口端部５４にフランジ５２が形成されている。反対側の下流端部５６は閉じられてい
る。二次ディフューザの閉口端部５６はディフューザ区分２４のキャップ２８と当接して
いる。二次ディフューザ５０の穴５８はサイズが等しく、等間隔で描かれている。代替例
として、メインディフューザ２４でのように、これらの穴が異なる配置であってもよい。
二次ディフューザは、完全な円筒体ではなく円筒形区分として形成されてもよい。ディフ
ューザの穴パターンが管の外向き角度区分に配置される場合には、少なくとも同じ角度区
分の二次ディフューザが適当である。
【００２６】
　図５は、トラック運転台６０に取り付けられた、図１に関連して記載されたディフュー
ザ／希釈装置を示す。ディーゼル粒子フィルタ６２は、ディフューザ／希釈装置１０の上
流である下方に描かれている。標準的な排気管５はディーゼル粒子フィルタ６２から出て
ディフューザ／希釈装置１０に通じている。熱流パターンの分析から、装置１０から出る
再生中の排気は、出口管表面から約６インチで通常の動作温度（非再生排気）であること
が分かっている。
【００２７】
　図５のトラックは、長距離または高速トラックを表す。異なるトラック構造については
、他の取り付け方法の方が好都合かもしれない。図６は、正面図で描かれた、業務用の前
方運転台トラック７０に適した構成を示し、ディフューザ区分２４は排気管５に対して垂
直の配向を持ち、トラック運転台より上で横方向に延在する。この構成によって長いディ
フューザ２４が設けられ、運転者および作業者より上に離れてディフューザを配置するた
め、例えば配達用トラック、コンクリートミキサートラック、ダンプトラックにはより優
れた構成となる。
【００２８】
　別の取り付け方法が図７に示され、排気管５に対して垂直だが、トラックフレームに沿
って長手方向に、トラックボデー７２より下に配置されたディフューザ区分２４が図示さ
れている。延長管７６は、排気管５からディフューザ区分２４へ排気ガスを運ぶ。トラッ
クボデーが排気をかぶる場合、またはトラックが作動するところに頭上の構造または木が
多い場合など、頭上の排気が問題となる場合には、図７の構成が好都合である。
【００２９】
　好適な実施例および構造に関して本発明を説明したが、当該技術の熟練者であれば、添
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とを理解するだろう。
【符号の説明】
【００３０】
　５　排気縦管
　１０　ディフューザ／希釈器
　１２　ベンチュリ要素
　１４　拡開スカート
　１６　直管
　１８　スタンドオフ
　２０　出口管
　２２　混合ゾーン
　２４　出口ゾーン／ディフューザ区分
　２６，３６，５８　穴
　２８　端部キャップ
　３０　大型穴
　３２　中間穴
　３４　最小穴
　３８，４０　近接列
　４２，４４　離間列
　５０　二次ディフューザ
　５２　フランジ
　５４　開口端部
　５６　下流端部
　６０　トラック運転台
　６２　ディーゼル粒子フィルタ
　７０　業務用前方運転台トラック
　７２　トラックボデー
　７６　延長管
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